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令和６年度 関川村職員採用試験案内（令和７年度採用） 

 
令和６年１１月１日 

関 川 村 

〒959-3292 

岩船郡関川村大字下関９１２番地           

℡0254(64)1476（総務課直通） 

 次のとおり、関川村職員採用試験を行います。 

 

１ 試験区分、職種、受験資格、採用予定人員 

試験区分 職種 受 験 資 格 採用予定人員 

大学卒業程度 一般行政 

平成元年４月２日以降に生まれた人で、学

校教育法による大学（短期大学を除く）を

卒業した人又は令和７年３月末までに卒

業見込みの人 

若干名 

高校卒業程度 一般行政 

平成 15年４月２日から平成 19年４月１日

までに生まれた人で、高等学校以上の学校

を卒業又は令和７年 3月末までに卒業見込

みの人 

若干名 

◎ 欠格条項 

  次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

  ・ 日本の国籍を有しない人 

  ・ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく    

なるまでの人 

  ・ 関川村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

  ・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

    壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 試験の日時及び試験場 

（１）一般行政（大学卒業程度、高校卒業程度） 

 

 区 分 日    時 試 験 場 

第１次試験 

令和６年１２月８日（日） 
受付時間：午前９時から午前９時 40分まで 

試験開始：午前 10時～ 

試験終了：午前 11時 40分 関川村役場 

（関川村大字下関 912） 

第２次試験 
令和７年１月１２日（日） 
 試験時間は個別に通知します。 
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３ 試験の方法 

（1） 第１次試験 

試験職種 試験種別 内  容 

一般行政

（大学卒

業程度、

高校卒業

程度） 

職務能力試験 

（60分） 

・地方行政への関心と理解 

・文章を正確に理解し、事務を円滑に遂行する能力 

・論理的に試行し、判断する能力 

・現状や統計等の資料を分析し、課題を発見する能力 

・国内外の社会情勢への理解と新たな課題（地球環境、ＩＣ

Ｔ化等）に対応するための基礎知識   

60題 

職務適応性検査 

（20分） 

公的部門の職員としての職務への適応性を、ポイントを絞っ

て性格傾向の面からみる  

150項目 

 

（2）第２次試験 

  第１次試験の合格者に対して、面接試験を行います。 

(3) その他 

   受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査します。 

 

４ 合格者の発表 

区  分 時  期 方   法 

第 1次試験合格者 令和６年１２月下旬の予定 
書面により受験者に通知します。 

最 終 合 格 者 令和７年１月下旬の予定 

 

５ 個人情報の開示について 

  この試験の結果については、関川村個人情報保護条例第 25条の規定に基づき、次のとおり

口頭で開示を請求することができます。開示を希望する場合には、受験者本人が運転免許証、

旅券、健康保険の被保険者証、または学生証を必ず持参の上、直接開示場所へおいでください。 

なお、電話等による請求では開示できません。 

 

開示請求できる人 開示内容 開示場所 

第１次試験の不合格者 職務能力試験得点、総合順位 関川村役場 総務課 

（関川村大字下関 912番地） 第２次試験の不合格者 総合順位 

 （注）１ 開示期間  試験合否通知発送日の翌日から１か月間 

    ２ 受付時間  午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土・日曜日、祝日等を除く。） 
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６ 合格から採用まで 

  採用は、最終合格者の中から決定するものであり、令和７年４月１日を最初の採用の日とし

ます。 

  最終合格後、職務経験期間の確認のため、卒業証明書、資格証、職歴証明書等を提出してい

ただきます。必要な証明書を提出できない場合や、資格等欠いていることが明らかとなった場

合には、採用されません。 

   

7  給  与 

  給与は、関川村一般職員の給与に関する条例の規定により支給します。 

  初任給は、令和７年４月１日現在、一般行政職で大学卒業程度においては月額 196,200 円、

高校卒業程度においては 166,600円です。 

  民間企業等における職務経験年数及び職務内容に応じて、一定の基準に基づいて個別に決

定されます。 

このほか期末手当、勤勉手当及び状況により扶養手当、通勤手当等が支給されます。 

 

８ 受 験 手 続 

 (1) 申込書の提出先 

関川村役場 総務課 人事財政班 

  〒 959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関 912番地 

    電話番号  0254-64-1476（総務課直通） 

（2）提出書類 

① 受験申込書 

写真（上半身、脱帽、正面向き、縦 4㎝、横 3㎝）を１枚貼ってください。 

② 写真２枚 

①のほか、写真２枚を添付してください。 

写真の裏面に、撮影年月日と氏名を記載してください。 

（写真２枚は、受験申込書に貼らずに提出ください。） 

（3）申し込み方法 

   上記の提出書類を「郵送」または「直接持参」して下さい。 

 (4) 受付期間及び受付時間 

  ア 受付期間 

    令和６年 11月１日（金曜日）から 11月 22日（金曜日）まで 

    郵送の場合は、11月 22日（締切日）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

    受付期間経過後の申込みは、受け付けません。 

  イ 受付時間 

    午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

    （ただし、土曜日及び日曜日を除きます。） 

 (5) その他 

   受験票は 11月下旬に郵送するので、試験当日に必ず持参してください。 

   （12月５日までに届かない場合は、関川村役場へご連絡ください。） 
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９ 受験にあたっての注意事項 

 (1) 試験当日は、次のものを忘れずに持参してください。 

  ア 受験票 

  イ ＨＢの黒鉛筆、消しゴム、鉛筆削り 

(2) 試験場は、全面禁煙です。 

   

 

 

 ＜試験についての問い合わせ先＞ 

関川村役場 総務課 人事財政班 

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関 912 

電  話：0254-64-1476（直通） 

Eメール：jinji@vill.sekikawa.lg.jp 

 

mailto:jinji@vill.sekikawa.lg.jp

